
Ⅱ- ５．奨学金・奨励金等

○奨学金

種類 要件等 申込方法

・一般入試Ⅰ期の筆記試験の成績を基準に選考する。

・推薦入試やAO入試等の合格者も、再度特別奨学生選考試験として一般入試
Ⅰ期の受験が必要。（受験料は不要。）

・推薦入試または一般入試Ⅰ期の筆記試験の成績を基準に選考する。

・AO入試等の合格者も、再度特別奨学生選考試験として推薦入試または一般
入試Ⅰ期の受験が必要。（受験料は不要。）

四国大学短期大学部地域創生人材育成奨学金

・ビジネス・コミュニケーション科の学生のうち学業・人物ともに優
 秀で公務員として地域創生に寄与したいという強い意志を持ち、
  ビジネス・コミュニケーション科キャリア養成プログラムＣＣＰ
（公務員）を受講する者

・10名程度　在学期間（最短修業年限）給付
・２年間で80万円を給付

・本学が指定する入学試験に合格後、「奨学生候補者選考試験」を受験する

四国大学スポーツ分野特別奨学金

・高等学校在学中に本学が指定する競技スポーツにおいて
  優れた成績を収め、本学入学後も引き続きその能力の向
  上を目指す者
・本学が定めたA～C区分に応じて、80万円から20万円を
　在学期間（最短修業年限）給付

・スポーツ分野特別入学試験を受験する

四国大学芸術分野特別奨学金
・文芸・書道・デザイン・音楽の各分野で優れた成績を収めた者
・80万円又は40万円を在学期間（最短修業年限）給付

・芸術分野特別入学試験を受験する

四国大学教育奨学金
・大学短大の2年生以上で成績・人物ともに優秀でかつ経
  済的に修学の援助を必要とする者
・年間10万円給付

・5月の指定する日までに申請書と家庭の経済状況を証明する書類を提出

四国大学大学院奨学金

・成績、人物ともに優秀で修学に熱意のある者
・成績は、申請者が第1学年においては入学試験の成績、
　第2学年においては第1学年の成績がそれぞれ上位であ
　ること。
・授業料の1/2相当額を給付

・4月の指定する日までに申請書と家庭の経済状況を証明する書類を提出

四国大学短期大学部特別奨学金
・学業・人物ともに優秀で修学に熱意のある者
・30名程度　在学期間（最短修業年限） 給付
・２年間で40万円を給付

四国大学特別奨学金
・学業・人物ともに優秀で修学に熱意のある者
・40名程度　在学期間（最短修業年限） 給付
・４年間で６０万円を給付



四国大学留学生奨学金

・四国大学と交流協定を締結している外国の大学への留学
  を許可された者
・長期留学生給付金（サギノーバレー州立大学、ウルバー
  ハンプトン大学）
　　申請に基づき審査し，50万円を上限として給付
・留学生貸与金
　　申請に基づき審査し，長期留学生には100万円を，短
　　期留学生には25万円を上限として貸与する。
　　返済期限は，原則として帰国翌月から卒業まで

・留学願書とともに奨学金申請書を提出

交換留学生特別奨学金
・サギノーバレー州立大学への交換留学生には、四国大学長期
留学給付金に加えて３０万円を給付

・サギノーバレー州立大学への交換留学生として留学を許可された学生に支給

四国大学外国人留学生修学支援奨学金

・申請者の申請資格は、外国人留学生とする
・経済的に修学の援助が必要と認められる者
・奨学金の額は、年間１人につき20万円とする
・原則として年２回に分けて給付する
・奨学金は、返還を要しない

５月の指定する日までに申請書を提出

四国大学ダブルディグリープログラム留学奨学金

・ダブルディグリープロラムを履修する学生のうち、学業・人物とも
に優秀で、かつ経済的に修学の援助を必要とする者

（１）DDP留学準備奨学金（留学予定者に対する修学支援）
　1年生、2年生にそれぞれ10万円支給(前･後期各5万円)
（２）DDP留学支援奨学金（留学期間中の修学支援）
　留学期間中の1年6ヶ月の間に60万支給(各期20万円)
（３）DDP留学特別奨学金（DDP大学間移動旅費の補助）
　留学期間中に中国と日本を往復する旅費として1回5万円支給
　(留学期間中2回まで支給。就職活動の準備等に活用することを
想定）

所定の日までに申請書と家庭の経済状況を証明する書類を提出

１．新たに申請する者は次の書類を提出
　・四国大学奨学ローン・アシスト制度利用者利子補給申請書
　・主たる家計支持者の収入に関する前年の証明書
　・該当金融機関発行の融資証明書のコピー
　・該当金融機関の個人情報開示の許可承諾書

２．継続を申請する者は次の書類を提出
  ・四国大学奨学ローン・アシスト制度利用者利子補給継続申請書
  ・払込証明書または支払い状況がわかる通帳のコピー

四国大学奨学ローン・アシスト制度

・金融機関が取扱う教育ローンを利用して学費等を納付し
  た者
・年度ごとの本学納付金に係る支払い利子額のう ち、
 年2%相当額を上限として給付
・利子給付は在学期間（最短修業年限）給付



○奨励金等

種類 要件等 申込方法

四国大学学生研修活動奨励金（※１ ）

・四国大学研修クラブ（同好会も含む）に在籍し、在籍期間
　中、研修活動で優れた成績を収めた者
・人物・学業成績ともに良好な者・団体10万円、個人5万円を
　上限とし給付

・2月の指定する日までに申請書・優れた成績を証明する物（賞状など）を提出

・在学中（本科生）に、本学が開催する資格対策講座を受講
  した者に当該年度中の検定試験の受験料の半額を給付

・本学で試験を実施した検定試験については、自動的に対象となる。学外実施
  の試験については、受験日から1カ月以内に受験したことが分かる書類（受験
  票等）を提出

・上記のうち、当該資格に合格した者には別途定める奨励
　金を申請１件につき３万円から上限10万円を給付

・各検定試験の合格発表日から1カ月以内に資格取得を証明する書類（合格証
  書等のコピー）を提出

四国大学入学時資格等保有奨励金

・大学・短大の初年次本科生
・高校在学時において本学が取得を推奨する各資格を保有
  している者に、申請1件につき３万円上限10万円を給付
・入学年次のみ受付

・入学から1カ月以内に申請書に資格保有を証明する書類（合格証書のコピー
　等）を添付し提出

講座受講者優秀賞 (※２)

　 以下の条件を満たす者にリクルートスーツクーポン（2万円相
当）を給付
・資格対策講座（または教員・公務員対策講座）を受講し、当
  該講座の出席率が2/3以上の者
・資格対策講座（または教員・公務員対策講座）を受講し、資
  格対策講座は、本学が定める資格を２つ（短大は１つ）以上
  取得すること。教員・公務員対策講座は、各採用試験に合
  格すること。

・申請不要（条件を満たしたものは自動的に対象となる。）

※１　四国大学父母会・後援会・同窓会の事業

※２  四国大学同窓会の事業

四国大学資格取得奨励金


